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研究成果の概要（和文）：走馬楼呉簡の住民家族名簿を用いて、紀元三世紀における長沙の人々のライフサイク
ルを明かにした。嘉禾六年・四年・五年の簿計六部を集成し、対象・時期・機関・用途・特徴を把握し、史料化
に必要な情報を確定した上で、300戸(世帯)を復原した。簿と戸の情報により、十代後半初婚、三十代で独立
し、六十以降扶養される傾向が明かになった。夫婦の関係は流動的で、複数回配偶者を変更するのが一般的であ
る。また女性が婚家に帰属する傾向が増すことが看取されるが、同時に父系宗族の枠組みを超えた近親間の扶助
が存在する。さらに、出生時に女子がまびきされやすい傾向や、加齢に応じた夫婦の年齢差の拡大など性差の存
在が明らかになった。

研究成果の概要（英文）：We use the resident registers of the Zoumalou boards and slips to reveal the
 lifecycle of people in 3rd century Changsha. We gather a total of six registers from 235 to 237 A.
D., identify the target, period, organization, purpose, and characteristics thereof, and determine 
the information necessary to compile them into a historical document, thereby reconstructing each 
household. This information indicates that many people got married for the first time in their late 
teens, established their own household in their 30s, and became dependents in their 60s and above. 
Marital relationships were fluid, as it was common for people to remarry multiple times. Women 
increasingly tended to be considered as belonging to their husband’s family, but mutual support 
among kin existed beyond the framework of the paternal family. The sources also point to sex-related
 differences, such as the tendency of infanticide of newborn girls, as well as the growing age gap 
between couples in older age ranges.

研究分野： 中国古代・中世史

キーワード： 走馬楼呉簡　住民家族名簿　戸籍　女性史　ジェンダー　家族　ライフサイクル

  ３版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
　史料的価値が未確定な走馬楼呉簡住民家族名簿(吏民簿)の史料化に成功した。名簿を分類し作成年・用途と特
徴を定め、毎年住民把握のための日常的業務として複数の簿の対校が行われており、記載内容に信憑性があるこ
とを明かにし、これらの簿を史料とすることの有効性を証明した。
　家族員や世帯の情報により、当時の男女のライフサイクルを明かにし、高齢になるまで婚姻可能であること、
配偶者は入れ替わることなど、当時の婚姻に関する従来の見解を覆す知見を得た。また、高齢時の婚家帰属傾向
や配偶者との年齢差の性差など、ジェンダーについて新たな情報を得、必ずしも父系・母系に拘束されない世帯
の様態についても新たな知見を得た。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。
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１． 研究開始当初の背景 
 人生の諸段階の区分とそれに基づく制度のデザインの理念は、古代・中世当時の文献に表れて
おり、人は年齢によって分類されていた。それが実在する人々の実態と合致しているのか否か、
その社会的背景は何か、などは検討されていなかった。また、ライフイベントが発生する標準的
な年齢の研究として、初婚年齢に関するそれが最も成果が多いが、それらは女性のライフサイク
ル全体に位置づけられず、初婚年齢を算出することで終わっている。人生の過程総体における年
齢の意味について検討した研究は、あまり存在しかった。 
 また当研究が主な史料とする呉簡吏民簿についても、世帯と個人の実状を知り得る未曾有の
史料であるにもかかわらず、社会史史料として用いる研究に乏しかった。それはそれぞれの簿の
構成簡の集成が不十分であり、さらに各簿の作成時期・対象・機関が不明であり、簿の分類や種
類別の用途の把握などの基礎的な作業がなされていなかったからであった。呉簡吏民簿を史料
化するためには、これらの基礎的作業の完遂が急務であった。 
２． 研究の目的 
 年齢とりわけライフイベント発生年齢と、それを移行の節目とする生の諸段階とを通じて、当
時の人がいかに生きたかという一般的な人生モデルを説明し、その背景となる社会的な慣習を
明らかにする。また、典籍には現れにくい底辺の人々や一般女性のライフサイクルを明らかにす
る。 
 また、家族構成は人の一生を通して変化するという視点をとりいれ、住民名簿の記述に見える
豊富な具体例によってそれを検証し、人生の各段階に応じた一般的な家族構成について説明を
試みる。女性のばあいは、各段階で婚家と実家のどちらに帰属するのかを明らかにする。 
３．研究の方法 
 走馬楼呉簡の住民家族名簿「吏民簿」にみえる戸（世帯）により、ライフイベント発生年齢と
成長期・壮年期・老年期などの人生の諸段階の時期の傾向を把握し、各時期においてどのような
親族と同居しているかについて検討し、家族の特質を探る。 
 その前提として、吏民簿を史料化するための基礎的な検討を行う。具体的には、各簿を集成し、
作成時期・機関・対象を特定し、種類別に用途を明かにすることで、簿の特徴を把握し、さらに
作成過程を明らかにする。その上で、各戸を復原する。 
４．研究成果 
本研究は、成果住民家族名簿を史料化するための基礎研究と、名簿を用いたライフサイクル研

究からなる。 
(1)吏民簿(住民家族名簿)基礎研究 
記載者の視点による影響を被らない客観的な史料として、住民家族名簿の戸の記録を史料化

するために まずその名簿は何であるか、の把握が必要である。当時は統治の過程において多種
多様な簿を作成しており、一般の住民の簿のように見えても実は特殊な戸の記録である可能性
もあるからである（鷲尾祐子 2010）。また年齢記載に問題があり、侯旭東 2013 で指摘するよう
に、表題に嘉禾六年と記されている【六年廣成郷簿】と各戸人簡に嘉禾四年と記されている【四
年廣成郷簿】には同一人物が見えるが、両簿にみえる各人の年齢差は 1歳である。さらに、戸の
記録は各戸の自己申告によったため虚偽が多かったという疑義が存在する（楊振紅 2010）。この
疑義について、吏民簿の作成過程の解明により検討する必要があった。 
① 簿の構成簡を集め、作成対象・年度を確定する。 
このような課題を解決するため、まず各簿の構成簡を確定する。呉簡の簿は、各簡を結合する

紐を綴じたまま廃棄しているため、帳簿の全体的な把握が可能である。ただし廃棄後綴じ紐が切
れたため、複数の塊に分裂していることがあり、また他の簿が混入していることもある。このた
め、構成簡を出土位置・書式・サイズ・記載対象などにより判断した。 
② 各簿の集成作業 
従来から史料化していた簿（鷲尾祐子 2017）の構成簡を再検討し、【四年小武陵郷簿】【六年

廣成郷簿】【六年小武陵郷簿】【六年中郷簿】の構成簡をすべて把握し、作成時期などの基本情報
を更新した。さらに、【六年都郷簿】【五年常遷里簿】の構成簡を把握し、全体構成、作成対象年
度を確定した。以上の郷を単位とする簿とは異なり里単位で作成された棨簿（竹簡陸）の構成簡
を確定し、全体構成・作成対象年度などを把握した。さらに、図版写真や、他の簿にみえる同一
戸・人物の記載などから、原釈文を修正した。 
③ 簿の分類・用途の検討 
各簿集成作業の後、用途、作成過程の検討を行う。住民家族名簿には複数の種類があり、それ

ぞれ用途が異なる。史料とするためには、用途と、種類ごとの特徴を明らかにする必要がある。
何のために記録したか、何を記録しているのか、が史料を用いる上で必要な情報だからである。 
 集計や全体的な記載内容の相違によって、三種類に分類し、それぞれの用途や記載の特徴を明
らかにした。 
ａ「人頭税負担者集計型」作成年の翌年に、人頭税を徴収するために用いられる。末尾に人頭税
負担者の集計を有する。郷里の全戸ではなく、人頭税を負担する戸のみ記載する(主に資産によ



って抽出)。記載年齢は翌年のものである（必然的に新生児＝一歳は存在しない）。奴婢を記載し
ない。【四年小武陵郷簿】がこれに該当する。 
ｂ「徴発対象戸集計型」郷の構成戸を確定し簿を作成する過程において、前年度の記録を参照し
確認するための簿である。前年度から作成時点までの死者數の集計と、死者を除いた人口の集計、
徴発の対象となる戸の集計を有する。死者もそのまま記載されている(死・物故など付記)。郷里
の全戸を記載する。年齢は前年度のものである。【六年廣成郷簿】【六年小武陵郷簿】【六年中郷
簿】【六年都郷簿】が該当する。 
ｃ「参照用住民家族名簿」公務の現場で、各戸の情報を参照するための基本的な名簿として用い
られる簿である。各戸の戸人記載の冒頭は「某年某里戸人」である。郷里に属す全戸の情報を記
載する。各人の年齢は作成年のものである。【五年常遷里簿】【四年廣成郷簿】が該当する。 
 この分類を通して、各戸を記録する過程で、個々人の年齢が作成年の前年の簿・当年の簿・翌
年の簿が作成されることが明かになった。これにより、前掲の年齢に関する矛盾が解決された。
ｂの【六年廣成郷簿】は前年の年齢を記載し、ｃの【四年廣成郷簿】は作成年の年齢を記載する
ため、年齢差は二歳ではなく一歳になると説明することが可能である。 
④ 作成過程 
(1)最初に各類型の棨簿が里単位で作成され(2)棨簿の「徴発対象戸集計型」の類型のものに基づ
き、郷を単位とする「徴発対象戸集計型」が作成された。(3)その後、各種棨簿や郷単位の「徴
発対象戸集計型」に基づき、一里が 50 戸に編制された。（その際には、一里の徴発可能な戸の数
や、賦を負担する戸の数ができるだけ均等になるよう配慮された。）。(4)次いで、作成時点の年
齢の簿（「参照用住民家族名簿」）が作成される(5)人頭税を負担する戸のみを抽出し、作成時点
の年齢に 1歳を足して、「人頭税負担者集計型」の簿が作成された。 
 住民把握の過程で複数の帳簿を作成していることにより、戸口情報の記載は民の申告だけに
依拠するものではなかったことが明かになった。前年度の簿を複写したものも有り、前年度の情
報と今年の申告情報とに相違があれば、双方の照合によって露見するからである(以上鷲尾祐子
2021)。 
④ その他 以上の検討過程で、各簿が一年周期で作成されていることが明らかになった（鷲尾

祐子 2020ａ）。また、②「徴発対象戸集計型」の集計項目に見える表現には簿によってゆれ
が存在することを述べ、従来異なる種類と解釈されていた簿も同一種類に帰すると判断され
ることが確定した（鷲尾祐子 2020b）。 

これらの諸成果によって、住民家族名簿を史料化するための基礎的な作業がひとまず完了し
た。 

類型 戸数※ 奴婢 一 歳
児 
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無 
 

郷単位の
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「徴発
対象戸集
計型」 

棨簿 50 戸 有 有 前年 有 
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50 戸 有 有 前年 有 
 

「参照用住民家族名
簿」 

50 戸 不明 有 作 成
年 

無 
 

諸類型特徴(※50戸としているが、郷内に端数のある戸数の里が一里のみ存在する。 

(2)ライフサイクル研究 
 構成簡を把握しなおした簿と、新たに集成した簿によって、ライフサイクルを検討した。 
 特に、女性の実態は典籍にはあらわれにくい。記述者のバイアスによって、貞潔か隷従を示す
記載に偏りがちである。また典籍には男性の記録が多く、女性についての記載は少ない。当時の
実状を客観的に反映する史料としての家族名簿によって検討する意義は、ここに存する。 
① 女性のライフサイクル 
女性が生涯において、複数の家を渡り歩く状況が明かになった。初婚は 14 歳～20 歳ごろ。、

実家を離れて夫の生家（養育された家）に住む。10～50 代の女性の有配偶者率は高いことから、
すべての女性は結婚したと言える。しかしずっと同じ夫と結婚しているわけではない。夫婦年齢
差が、加齢に伴い拡大する状況からそれが明かである。10 代ではそれほど年齢差無いが、40 代
以降になると年齢差中央値 10 歳差以上になる。特に 30 代と 40代の間の年齢差変化が著しい。
当時は 40 代になると寿命を迎える者が増えるため、配偶者が死亡した後の再婚が多かったよう
である。そして 40 代～50代で夫と死別した場合、10歳以上年上の男性と再婚している。 
 注目されるのは再婚可能年齢の高さである。50 代までは、離別・死別した後も、再婚するの
が一般的であった。従来 40 代以降は再婚しないと推測されていたが、50 代まで有配偶者率が高



く、この年代までは再婚していた。60 代以降は夫と死別しても再婚せず、子や孫（義理含む）と
暮らす。一部の女性は、夫の死後婚家にとどまり、夫の兄弟と生活する。実家で老後を過ごす女
性はほとんどいない。以上が、標準的なライフサイクルである。 
② 男性のライフサイクル  
男性の初婚は、十代半ば以降である。結婚してもすぐには独立せず、養育された家で生活した。

30 代以降、半数程度は分家するが、必ずしも核家族世帯で生活しているのではなく、夫婦と子
＋他の親族を抱えていることが多い。また四割は、生涯実家で生活する。六十代以降になると、
年少の親族と同居する傾向にある。女性と異なり、老齢で再婚している者が一定数存在する。 
③ 性差 
ライフサイクル検討の途上で、女子の出生時にまびきが多いことが明かになった。１～９歳男

女の口数を比較すると、女子は男子の半分以下である。比較的経済的に余裕のある戸を記載した
簿ではこれほどの差は生じないため、間引きの多さは経済的要因による。 
また、男性と女性の婚姻可能年齢は相違する。男性は一生にわたり、老年になっても再婚して

いる。また加齢に応じて夫婦の年齢差は拡大するのであり、男性はより年少の女性と、女性はよ
り年上の男性と結婚する傾向が存在する。 
④ 夫婦の流動性 
夫婦は家族内に一つの分かつことができない単位として存在しているが、生涯において相手

は入れ替わる 成人以降夫婦単位で生活するが、関係は流動的な傾向にある。これは、比較的弱
年で死亡する者が多いことにもよる。 
⑤ 女性も比較的高年でも再婚する。 
女性は 50 代まで再婚するのであり、出産に適した年齢ではなくなっても再婚する。これは結

婚の目的が子を得るだけではないからである。走馬楼呉簡出土地の近辺から出土した後漢の公
文書簡牘である「五一廣場出土簡」によれば、当時は女性も生業を持つことを国家から要請され
ていた。女性は家業の担い手としても重要であり、戸の経営の上で女性の労働が必要とされたか
らである。十代男性の配偶者に年上の女性が多いことも、これを裏書きする。労働の担い手とし
ての女性の重要性は、離死別後の再婚を容易にし、夫婦の流動性の高さにも帰結した。 
⑥ 親族の扶助。 
世帯には、父母子という核家族範囲の親族のみならず、それ以外の多様な親族が存在した。ま

た、いわゆる宗族の内にある父系の親族のみならず、妻方・母方などの親族も共に生活していた。
これは、戸（世帯）とは近親が必要に応じて扶助しあう場であったことの反映であり、親族関係
の柔軟なしくみが看取される。 
⑦ 実家と婚家 女性の帰属 
老年を実家ですごす女性は少なく、子と暮らすか、婚家で生活する者が多い。夫と死別した後

も、再婚可能年齢であるにもかかわらず婚家に残る者が一定数存在する。多くは嫂と記載され、
夫の弟と生活している。この現象は、三国時代以降女性の婚家への帰属が強まる傾向にあること
と合致している。このような傾向が顕著になるのと並行して、嫁入した女性の宗族内における地
位が確立し、嫂は夫の弟から夫（兄）にかわる存在として崇敬されるようになったため、嫂とし
て婚家に残ることはその女性にとって有利であった。また、当時儒教の孝が社会における理念と
して一般化していたため、母として子と生活することも、家内で優遇される利点が存在した。こ
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